
12広報しばやま 

　石井さんは町議会議員のほか、
各種団体の委員として長きにわた
り地域のために尽力し、町の発展
に多大なる貢献をされました。こ
の度その功績がたたえられ「旭日
単光章」が授与されました。

【主な経歴】
〇町議会議員
〇町議会議員副議長
〇町農業委員会委員
〇町史編纂委員会委員長
〇町国民健康保険運営協議会会長
〇山武郡市農業協同組合理事

　地震や武力攻撃などの発
生時に備え、人工衛星を通
じて瞬時に情報伝達する全
国瞬時警報システム（Ｊア
ラート）を用いた情報伝達
試験を行います。

■実施日時　２月19日㈬
　　　　　　午前11時頃（予定）
■放送内容　
　防災行政無線チャイム
　「これは、Ｊアラートのテストです」×３回
　「こちらは、防災しばやまです」
　防災行政無線チャイム
■「Ｊアラート」とは
　地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を国
から人口衛生を通じて瞬時にお伝えするシス
テムです。

旭日単光章を受章
故 石井 英祐さん

（辺田）

Ｊアラート全国一斉
情報伝達試験
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　100歳を迎えた高齢者
の長寿を祝うとともに、
多年にわたり社会の発展
に寄与してきたことがた
たえられ、川口よ　さん
と岩澤なつさんに内閣総
理大臣からお祝い状と記
念品の銀杯が贈呈され、
相川町長より手渡されま
した。

100歳を迎えた高齢者を表彰
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　 福祉保健課 福祉係　☎ 77-3914問

　 総務課 自治振興係　☎ 77‐3903問
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　生活環境の保全と安心なまちづくりを推進するため、空き家所有者の管理責任を明確化し、空き
家の適正な管理を促すことを目的に「芝山町空家等対策の推進に関する条例」を制定しました。

　適正に管理せず放置しているとさまざまな問題が発生し、近隣住民の安心・安全を脅かすことになり
ます。空き家も大切な財産ですので、所有する方は管理者として適切に管理する必要があります。

《近隣にこんな空き家はありませんか？》

　
　「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以下「法」という。）では空家等※のうち
　　① 倒壊等著しく保安上危険な状態　　② 著しく衛生上有害な状態
　　③ 著しく景観を損なっている状態　　④ 周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている状態
　にあるものを「特定空家等」と定義しています。法に基づき、町が「特定空家等」と認定した場合、
所有者などに改善措置をとるよう「指導」「勧告」「命令」を行い、それでも改善されない場合には、
所有者などに代わって「代執行」で空家等の撤去などを行います。代執行に要した費用は所有者などに
請求されます。
　なお、「勧告」を行った特定空家等の敷地は固定資産税の特例が適用されなくなります。

　
　① 定期的に家屋の手入れや庭木の剪定など適正管理に努めましょう（台風・地震の後は必ず行いましょう）。
　②相続予定者やご家族の皆さんと一緒に管理や利活用（賃貸・売買）、取り壊しについて考えましょう。
　③ 空き家となっている住家のご近所に連絡先を伝えておき、何か問題があれば連絡がもらえるように

しておきましょう。

芝山町空家等対策の推進に関する条例を制定しました
企画空港政策課 都市計画係　☎ 77‐3909問

※空家等とは？： 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用が
なされていないことが常態であるものおよびその敷地（立木そ
の他の土地に定着する物を含む。）をいいます。
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空き家の適正管理は所有者の責任です

空き家を放置し続けると

空き家を所有している方へのお願い
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建物の倒壊や破損により、
敷地外へ被害を及ぼすなど
保安上の問題

侵入者による、火災や犯罪を
誘発するなど防犯上の問題

草木の繁茂により近隣
の生活環境に支障を及
ぼす衛生上の問題

外壁の損傷や多数の窓ガラスが
割れたままなどの景観上の問題


